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法曹人の新しいフィールド

自分の未来は自分で拓く
～日本銀行、韓国・米国法律事務所での経験から

第 24 回

弁護士（第二東京弁護士会会員）・米国ニューヨーク州弁護士　結城 大輔 Yuki,Daisuke

1　はじめに
　現在、私はこの原稿をニューヨーク近郊の自宅で
記している。弁護士登録が1998年4月なので、弁護
士になって16年目に突入したことになる。日本を
飛び出した2008年からも既に5年がたつ。
　思えば、この15年のうち、東京の所属法律事務
所で執務をしたのは通算で8年間であり、その他
は、日本銀行（2年）、韓国法律事務所出向（1年）、
米国ロースクール留学（1年）、米国法律事務所出向
（2か所。現在3年目）と“外の飯”が続いている。こ
の一見雑多な経験を通じて、私は1つの信条を抱い
ている。「自分の未来は自分で拓く」ことだ。
2　日本銀行出向～挑戦の始まり～
　弁護士登録当時、日本最大の事務所が弁護士数
約50人であり、7人の当事務所は中規模であった。
取扱業務はバブル崩壊後の不動産・金融関係の企業
不祥事や総会屋・えせ右翼対策、名誉毀損等のエン
ターテインメント、その他の企業法務から、離婚・
相続、交通事故等一般民事まで多岐に亘った。幅広
い経験を積める幸運を感じながらも、国際的・大規
模案件をこなす大事務所の同期と差がついてしま
う、と焦ってもいた。そんなある日、縁あって、日
本銀行への出向の話が来た。私は「“国内留学”も良
いな」程度の気持ちで新しい環境に飛び込んだ。
　出向は1年間の予定で、配属は信用機構室決済シ
ステム課（当時）。実は初めの数カ月はかなり苦しい
日々だった。それまでの、目の前の困っている依頼
者のために頑張り、うまくいけば報酬をもらうとい
うモチベーションを持ちやすい業務から、突然、金

融それも決済という特殊な世界に変わり、それまで
の業務が恋しく、また多少は自信のあった起案もぼ
ろぼろに直されて衝撃も受けた。徐々に慣れ始めた
ころ、業務内容が変わった。国債、社債等の証券決
済の電子化立法の話が突如大きく動き始め、日銀内
での特命タスクフォースに組み込まれたのだ。金融
機関の要望を集約し、他国の議論も踏まえて、金融
庁等と折衝し、行内のタフな部署間調整を繰り返す
仕事を通じ、チーム作業の面白さと、世の中正論を
言うだけではだめで、人や組織、案件を動かすため
には全体の戦略が重要だということを痛感した。ま
た、法律家には、よりよい法制度を作ることでより
多くの関係者にメリットを生み出すという、個別事
案解決とは異なる活躍の場があることも感じ、仕事
が面白くてたまらなくなった。
　予定の1年の終わりが見えてくるころ、私は、自
分のキャリアというものを考えるようになった。法
制化も道半ばのここで戻るべきではないと感じ、普
段は上司からご指導を頂戴する小会議室に上司を逆
に“呼び出し”、「実はこの仕事をもっと続けたい」と
直談判を試みた。結果1年間の延長となり、最終日
までこの法制化の作業に従事しながら、上記のとお
り多くのことを学ぶことができた。
3　なぜ韓国か～柱をもう1本増やす～
　登録後11年目からの海外修行、初めの1年は韓国
ソウル。午前中は大学で韓国語を学び、午後は法律
事務所でリサーチ等（そして夜は飲み）という生活で
ある。韓国行きの話は、たまたま出身大学のゼミ同
窓会で、韓国事務所から参加していた韓国人弁護士
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から、「日韓間の企業法務に興味はないか。米国留
学前にうちで研修したら?」と誘われたのがきっか
けだった。韓国には日本語を話し、日本に留学した
弁護士が多数いるのに、日本には韓国企業法務を手
掛ける弁護士が少ないことを知り、「やってみよう!」
と即決した。それまで手掛けてきた企業コンプライ
アンス・不祥事対応とエンターテインメントという
2本に加え、韓国関係法務という柱を1本建てよう、
と目標を定めた。
　韓国では予想どおり日韓間の案件に多く関与した
が、意外だったのは、例えば日本の会社法や金商法
に関するリサーチは、韓国国内案件でも重宝がられ
たことである。日本とほぼ共通する法律・法理が多
いためである。一方、日本より一足早く刑事事件で
の国民参与裁判が始まるなど、日本と異なる、また
迅速な法改正がなされるため、学ぶところも多かっ
た。ちなみに、当時は「コンプライアンス」や「調査
委員会」は韓国の弁護士実務としてあまり定着して
おらず、大事務所の弁護士もピンと来ていない様子
であったのに、わずか数年後には遵法監視人制度が
導入されたのだから、やはり動きは速い。
4　米国でのチャレンジ～強みを最大限に活かす～
　私の米国ロースクール留学は金融危機の真っただ
中で、米国ローファームは一流校出身の米国人新人
ですら採用を控え、弁護士の解雇も珍しくなかっ
た。この時期に米国に来た日本弁護士にとっての共
通の悩みは研修先の確保である。私がコネクション
ゼロの状態から探すのは無謀と認識してはいたが、
どうしても自分が取り組んできた分野で米国実務経
験を積みたいとの思いから、多数の事務所に履歴書
を送り、ジョブフェアにも出席し、多くの人と会っ
た。結果としてよき職場と出会うことができたの
は、多くの人の助言と、日本所属事務所の取扱分
野・クライアントをアピールできたからこそだった
と思う。
　米国はローファームに限らずとにかく合理主義で
あり、身も蓋もない言い方をすれば、「こいつを置
いておけば儲かりそうだ」と感じてもらえればチャ

ンスが生じる。この点、ロースクール留学や就職活
動、その後の業務から強烈に感じるのは、自分を知
ることの重要性である。自分は何ができて、何をし
たいのかが分かっていなければ、何を言っても説得
力がない。考えてみると、これは日本でもまったく
同じはずであり、この意識がなかったこれまでの自
分がいかに甘かったか痛感する。
　最近、米国で主に取り組んでいる内容について少
しだけ触れたい。ここ数年、日本企業は、加速する
グローバル化の流れの中で、カルテルや海外汚職行
為等で海外当局の捜査・調査を受け、刑事責任を問
われ、関連クラスアクション等の大型民事訴訟を提
起されるケースが増えている。これまでは国内のみ
を意識して行われていた企業不祥事・刑事事件対応
も平時の備えも、海外を意識した検討が必要な案件
が急増している。米国弁護士と日本企業・弁護士を
つなぐ架け橋の1つとして、有意義な情報や経験を
伝える活動をしていきたいと考えて動き始めてい
る。
5　若手弁護士へのメッセージ～結びに代えて～
　登録16年生はこの世界ではまだ若造かもしれな
いが、若手の皆さんへメッセージを発信できるまた
とない機会なので、一言だけ述べてみる。特に登録
後数年間は、何を専門にしたらよいか、将来はどう
するのか等、不安ばかりではないかと思う。筆者も
まさにそうであったのだが、こうして15年を振り
返ると、その都度必死で取り組んできたことが、不
思議と次のキャリアへとつながり、結果としては専
門性や強みとして確立しつつあるように思う。これ
には偶然や幸運も感じはするのだが、同時に、必然
的な巡り合わせがあることも確信している。自分は
これをやっていきたい、これが面白そうだ、あそこ
にチャンスがありそうだなど、常に意識を研ぎ澄ま
せつつ目前の仕事や出会いに取り組むと、「これは
あれにつながる!」と結構閃くものだと思う。多様化
する激動の時代、私自身、今後も想像すらしない未
来を切り拓いていきたいし、若手パイオニアの私と
はまったく異なる活躍も楽しみである。


